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報 告 働き方の多様化と公正な分配
「2018 ～ 2019年度　経済情勢報告」（概要）

第１章　長期化する景気回復の中で可処
分所得が伸びない勤労者世帯

■緩やかな回復が続く日本経済

　日本経済は、輸出が増加し、企業収益が過去最高と

なる中で、民間設備投資も緩やかに増加している。景

気回復が長期化しているものの、最大の需要項目であ

る民間消費が伸び悩んでいる（図表Ⅰ－１－２）。海

外経済の好調さを背景に、海外への投資などからの所

得収支の黒字額が増加したこと等から、経常収支の黒

字額は緩やかに増加している。

　今回の景気回復は、2016年半ば以降の先進国と新興

国の同時景気回復もあり、輸出の増加が国内の生産活

動や企業収益に波及し、成長を押し上げてきた。今後

は、米国の通商政策等の海外要因によって、成長が押

し下げられるリスクが強まっている。

第Ⅰ部　景気回復が続く中で伸び悩む個人消費

　連合総研は、第31回連合総研フォーラム（10

月25日）において、「働き方の多様化と公正な分

配　－2018 ～ 2019年度経済情勢報告－」を

発表しました。

　今回の報告書では、第Ⅰ部「景気回復が続く中

で伸び悩む個人消費」において、この１年間を中

心に最近の経済・雇用情勢について分析していま

す。第Ⅱ部は、「『多様で柔軟な働き方』－その実

情と課題－」と題し、働く「時間」と「場所」の

弾力化、個人請負型就業者やクラウドワーカー等

の雇用関係によらない働き方、兼業・副業、働き

方や職場の変化に対応した人材育成・能力開発等

の視点から、多様で柔軟な働き方についての問題

点を分析しています。

　「経済情勢報告」は、連合総研に常設の経済社

会研究委員会（主査：吉川洋立正大学経済学部教

授/東京大学名誉教授）におけるご議論やご助言

を踏まえて取りまとめ、毎年秋に発行しています。

ただし、本報告は連合総研の責任において取りま

とめたものであり、各委員の見解を示すものでは

ありません。

　本稿では、報告の一部のみのご紹介となってい

ます。詳しくは報告本体をご参照ください。なお、

本稿における図表番号は、報告本体における番号

であるため、連続した番号となっていません。

資料出所：内閣府「国民経済計算」より作成。

図表Ⅰ−１−２ 実質ＧＤＰ及び主要需要項目の推移
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働き方の多様化と公正な分配「2018～2019年度　経済情勢報告」（概要）

第３章　働き方や職場の変化に対応した
人材育成・能力開発

　経済社会の変化や技術革新のスピードが高まる中

で、就業年数の長期化やライフ・ステージに応じた多

様な働き方が広がってきている。このため、雇用・就

業形態、企業規模、在職・離職の違いにかかわらず、

労働者が、その職業生活の全期間を通じて職業能力開

発の機会を持てるように、職業能力開発に対する労働

　日本経済は回復が続き、企業収益は過去最高を記録

し、雇用情勢も良好な状況である。しかし、民間消費

の土台となる勤労者世帯の可処分所得は伸び悩んでい

る。人件費に対する付加価値の配分低迷は、消費行動

の慎重さを招き、成長の足かせとなっている。人材へ

の分配の不均衡を放置したままでの、働き方の多様

化・柔軟化は、不十分な保護ルールの下での労働やや

むをえず兼業・副業を強いられる低所得・長時間労働

の拡大等を招きかねない。また、職業生活の長期化、

者の自発的な取り組みへの支援がこれまで以上に重要

となる。しかしながら、企業収益が過去最高を更新す

る中で、その付加価値の従業員への還元先として、給

与・賞与は伸び悩み、従業員の人材投資に消極的な企

業も依然として多い（図表Ⅱ－３－４）。労働者の職

業能力開発において、事業主による取り組みの拡充と

ともに、事業主と連携した政府の取り組みの実効性の

向上が必要である。

ライフステージに応じた働き方の広がりに対応し、労

働者が職業生活の全期間にわたって職業能力開発の機

会を得ることを可能とする資源の分配は不可欠である。

　今こそ、非正規労働者の処遇改善、成長に向けた人

材への投資を積極的に行うとともに、実質賃金の持続

的な引き上げを実現し、個人消費の増加による成長へ

とつなげることが重要である。そのためには「公正な

分配」の実現が不可欠であり、労働組合・労働運動の

主体的な取り組みは、社会的役割であり期待でもある。

図表Ⅱ−３−４ 過去３年間における企業の教育訓練費の実績

◆　お　わ　り　に　◆

（注）社員１人あたりの教育訓練費の増減。
資料出所： 厚生労働省「平成29年度能力開発基本調査」（企業調査）により作成。
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報 告 連合の春闘結果集計データにみる
賃上げの実態2018（ポイント）
　～賃金データ検討ワーキング・グループ報告～

　本報告は、連合総研・賃金データ検討ワーキング・
グループ（座長：齋藤潤国際基督教大学教養学部客員
教授）において、連合から提供を受けた2018春季生活
闘争第７回（最終）回答集計の賃金引上げ（平均賃金
方式）データについて分析した結果をとりまとめたも
ので、今回は４回目の公表となります。
　本稿は、ポイントのみのご紹介となっていますので、
詳しくは連合総研ホームページ上の研究・報告書アー
カ イブ（https://rengo-soken.or.jp/work/）　 ま た は、
報告書をご覧ください。

【合計の賃上げ率・金額でみた全般的な回答状況】
○ 2018春闘の回答状況（定昇とベアを合わせた合計の

賃上げ率・金額）を組合員数で加重平均した組合員
数ベースでみると、単純集計ベースを上回っている。
これは、組合員数が多い大規模な企業の賃上げ（合
計）が中小の賃上げ（合計）よりも高いことを反映
している。

【時系列比較でみた賃上げ率（合計）の分布】
○ 過去３回の報告書データも利用して、2014春闘以降

の合計の賃上げ率の分布をみると、高い賃上げ率に
位置する層の伸び率は鈍化したが（90パーセンタイ
ルで2014春闘から0.08％ポイントの低下）、低い賃上
げ率に位置する層の伸び率は上昇した（10パーセン

タイルで2014春闘から0.15％ポイントの上昇）。50パ
ーセンタイルと25パーセンタイルの差は拡大した。

【規模別にみたベアの賃上げ率の動向】
○ 2018春闘のベアの賃上げ率においては、規模間の格

差は明確でなくなっている。中央値でみれば規模が
大きいほど高いベアの率となっているが、平均値や
75パーセンタイル、90パーセンタイルでは中小企業

（組合員数300人未満）の賃上げ率が大企業（組合員
数300人以上）を上回っている。

（注） 本報告の分析に際しては、賃上げの要求・回答など組合の記入事項を
そのまま用いており、例えば、賃上げの合計と内訳の整合性から欠損値
を補うことが可能な場合であっても、あえてそのまま用いている。そのた
め、分析結果が連合「回答集計結果」と厳密には一致しない。

図表１ 賃上げ回答の平均値・中央値

図表３ 規模別の賃上げ動向
（ベアの賃上げ率、組合員数ベース）

（注）１． パーセンタイルとは、データの分布を小さい数字から大きい
数字に並べ、パーセント表示することによって、どこに位置
するのかを測定する単位のこと。

　　 ２． 組合員数ベースは、春闘の回答状況を組合員数で加重平均
したもの。

図表２ 各パーセンタイルの賃上げ率（合計）の推移
（２時点毎の共通サンプル、組合員数ベース）
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報 告
2019年度日本経済の姿

１．世界経済の現況と見通し

　2017年は、先進国と新興国・途上国の同時景気回
復によって、世界全体の実質成長率が前年比3.7％と
前年を大きく上回った（2016年3.3％）。この背景に
は、リーマンショック以降、軟調であった世界貿易
が2016年秋から急速に回復し、この貿易拡大の流れ
が生産や設備投資に波及していることがある。
　米国経済は、2009年6月に景気循環の谷をつけた
後、長期の景気回復を続け、2017年の成長率は前年
比2.1％となり、2018年１〜３月期前期比年率2.2％、
４〜６月期同4.2％と堅調に推移している。米国経済
を支えているのは堅調な個人消費と民間設備投資で
ある。堅調な個人消費の背景には、雇用・所得環境
の改善や高水準の消費者マインドがある。雇用者数
は堅調に増加し、失業率は低下し、３％台の約半世
紀ぶりの水準になっている。雇用者報酬は安定した
伸びを示し、2017年末に成立した税制改革法による
減税効果も名目可処分所得を押し上げ、物価が緩や
かに上昇していることもあり、実質可処分所得は安
定的に増加している。また、消費者マインドは高水
準の中で改善が続いている。民間設備投資の緩やか
な増加が続く一因として、採算性の高まりからシェ
ールオイルをはじめとする原油生産の好調により関
連設備投資が増加していることがある。
　ユーロ圏経済は、雇用情勢の改善等を背景に個人
消費が堅調に推移し、輸出の持ち直しや設備投資の
緩やかな増加により、緩やかに回復している。2017
年の成長率は前年比2.4％となったが、2018年１〜３
月期前期比年率1.6％、４〜６月期同1.5％と、成長
のペースをやや落としている。欧州各国において失
業率は総じて低下傾向にあるものの、足下において、
ドイツでは３％台であるのに対して、フランスとイ
タリアでは９〜 10％台で推移し、主要国間でも大
きな違いがある。また、欧州各国の財政赤字は、景
気の緩やかな回復と低金利等から総じて縮小傾向に
ある。
　中国経済は、世界経済の回復に伴い外需の寄与が
大きく拡大し、2017年の成長率は、前年比6.9％とな
った。雇用・所得環境が改善する中で、消費の伸び
は堅調に推移し、輸出入ともに増加する一方、これ

まで高い伸びで固定資産投資を支えてきたインフレ
関連投資の伸びが鈍化していること等から、2018年
１〜３月期には前期比6.8％、４〜６月期には同
6.7％と、やや減速しているものの、中国政府が掲げ
る2018年の成長目標の6.5％前後を上回っている。こ
こ数年、取り組みが進められている過剰生産能力の
削減に加え、金融リスクの防止・解消、農村の貧困
人口の削減、環境汚染対策等が重要な政策課題とな
っている。
　ＩＭＦによれば、世界経済は今後も緩やかな回復
が続くと見込まれ、2018年、2019年の成長率はいず
れも3.7％と、2017年と同じ成長ペースを維持すると
予測されている（図表１）。しかしながら、各国の
成長にはばらつきが見られるようになり、先進国で
は、2018年2.4％、2019年2.1％と、2019年にかけて
成長率がやや低下する。新興国・途上国では、2018
年、2019年の成長率はいずれも4.7％と、成長の勢い
が維持されるものの、中国経済は、米国との貿易摩
擦や金融規制の強化の影響により、減速が予測され
ている。また、ＩＭＦは、世界経済の成長を押し下
げるリスクが強まっていることを指摘している。

2．世界経済の成長を押し下げる主要リスク

　今後の世界経済は緩やかな回復が続くと見込まれ
るものの、世界経済の成長を押し下げるリスクが強
まっていると見られるが、主要リスクとして以下が
あげられる。

（１）米国の通商政策
　米国政府は、2018年３月に、鉄鋼・アルミニウム
への追加輸入関税を発動し、５月には、各国からの
自動車及び同部品の輸入が米国の安全保障を阻害す
るかの調査を開始した。こうした米国による輸入制
限措置は、その貿易相手国による報復措置を誘発し
ている。なかでも世界経済・貿易に占める割合の高
い米中二国間での報復の応酬が続くことは、その影
響が日本を含め両国の主要貿易相手国にも容易に波
及することが懸念される。日本経済への直接的影響
が大きいものとして懸念された米国による自動車に
対する輸入関税の引き上げは、2018年9月の日米首

DIO 2018, 11,  12―  47  ―



脳会談で合意された新たに開始される貿易協定につ
いての交渉中は発動しないこととなったものの、依
然、交渉の今後の動向に不透明さが残っている。ま
た、NAFTA（北米自由貿易協定）の再交渉が妥結し、
３か国の枠組みが維持されることとなったが、合意
内容には、カナダ、メキシコから米国に乗用車を関
税ゼロで輸出できる条件の厳格化等が含まれてい
る。このところの世界経済の回復は、世界貿易の回
復によって支えられてきた。このため、米国による
各国に対する輸入制限措置は、貿易相手国の報復を
招き、保護主義的な動きが広がることによって、世
界的に貿易や生産活動を低下させるだけでなく、企
業の景況感や財務環境の悪化を通じて、世界経済の
成長を押し下げる可能性がある。

（２）米国の金融政策
　米国では、ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）が、
政策金利であるFF（フェデラル・ファンド）レー
トの誘導目標水準を2017年に３回引き上げ、2018年
には、３月、６月、９月の会合で、それぞれ0.25％
ポイント引き上げ、2.00 〜 2.25％の範囲としている。
政策金利が２％超となるのは、リーマンショックが
あった2008年以来、約10年ぶりである。2018年9月
公表のＦＯＭＣメンバーによる見通し（中央値）に
よれば、今後のFFレートの引き上げについて、

2018年に更に１回、2019年に３回の利上げが見込ま
れる。米国経済では、大型減税や歳出拡大といった
拡張的な財政政策が講じられていることもあり、堅
調な景気回復を背景に、金融政策の正常化に向けた
動きが続くものとみられる。米国の金利上昇が市場
予想以上に加速した場合、米国経済の成長に対する
リスクとなるだけでなく、多額のドル建て債務を抱
える新興国からの資金流出や新興国通貨の下落、ま
た、通貨防衛のための政策金利の引き上げによる国
内景気の冷え込みや通貨安による輸入物価急騰とい
ったマイナスの影響を新興国経済に与えることにも
なる。すでに、米国と他の先進主要国との成長率や
金利の差が拡大していることから、ドル高基調で推
移していることもあって、2018年春以降、アルゼン
チン・ペソやトルコ・リラ等の新興国通貨は大幅に
下落している。米国における金利上昇のテンポが急
激になることによって、世界的な資金フローの流れ
が変わり、一部新興国で急激な資金流出が起こり、
その影響が金融市場全体にも及び世界経済の成長を
押し下げる可能性がある。

（３）英国のＥＵ離脱交渉
　2016年６月の英国のＥＵ離脱の是非を問う国民投
票の結果を受け、2017年３月、英国は欧州理事会に
正式にＥＵ離脱を通告し、原則２年にわたる離脱交
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図表１ ＩＭＦの世界経済見通し（実質ＧＤＰ成長率）

資料出所：IMF  “World Economic Outlook”（2018 年 10 月） より作成。

（１）世界、先進国、新興・途上国 （２）米国、ユーロ圏、日本、中国

連合総研では、「2019年度日本経済の姿」を第31回連合総研フォーラム（10月25日）で発表しました。
本稿は、「働き方の多様化と公正な分配　−2018 〜 2019年度経済情勢報告−」に補論１としても掲載してい
ます。
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渉が開始した。2019年３月の離脱期限を踏まえた事
実上の合意期限とされる2018年10月末が迫っている
ものの、交渉が難航し、合意なき離脱となる可能性
が高まっている。ＥＵ域内は、人・モノ・資本・サ
ービスの４つの移動が自由な単一市場であり、合意
なき離脱となれば、これらの移動の自由が阻害され、
英国経済やユーロ圏経済の成長を大きく押し下げる
だけでなく、世界経済の成長に及ぶ影響も大きい。
また、欧州に進出する日系企業の企業活動に波及す
る影響が大きいことも懸念される。

３．�景気回復が長期化する中で家計消費の伸
び悩みが続く2018年度の日本経済

　日本経済は、世界経済の緩やかな回復を背景に輸
出が増加し、民間設備投資も緩やかに増加し、緩や
かな回復を続けている。景気回復はすでに５年半を
超えて長期化しているものの、最大の需要項目であ
る家計消費は、依然として、伸び悩みが続いている。
　完全失業率が若年層を中心にすべての年齢層で低
下し、企業の人手不足感は四半世紀ぶりの高水準に
達している一方、企業収益が過去最高となり、企業
の内部留保も過去最高を更新している中で、企業が
生み出した付加価値の使途である人件費の伸びは緩
慢である。労働分配率は低下し、実質賃金は伸び悩
んでいる。賃金の伸び悩みが続いていることから、
勤労者世帯の実質可処分所得は景気回復前の水準を
下回って推移している。勤労者世帯では、実質可処
分所得が伸び悩んでいることもあって慎重な消費行
動が続き、家計消費の伸びは弱いままである。
　2018年度の実質ＧＤＰは、家計消費の伸びは弱い
ものの、民間設備投資が緩やかに増加していること
等から、1.2％増となる見込みである。

４．�賃上げの結果によって成長が決まる
2019年度の経済

　2019年度については、ＩＭＦの予測に沿って、世
界経済が緩やかな回復基調にあるものの、米国や中
国等の主要国の成長が減速すると見込まれること、
米国の通商政策をはじめとして、世界経済の成長に
対する下方リスクが強まっていることから、日本か
らの貿易・投資環境が大きく改善する可能性は小さ
く、景気回復における外需の牽引力は次第に低下し

ていくものと想定している。また、消費税率の８％
から10％への引き上げについては、予定どおり2019
年10月に実施されることを前提としている。
　今回の見通しでは、「ケースＡ」と「ケースＢ」
の２つのケースに分けて日本経済の姿を示してい
る。「ケースＡ」は、名目賃金の伸びが前年度を大
きく上回り、消費税率の引き上げの影響等から物価
上昇率の伸びが高まるものの、実質賃金の伸びが労
働生産性の伸びを反映したものとなることで、家計
消費が景気を下支えする場合の経済の姿、「ケース
Ｂ」は、物価上昇率が前年を上回るものの、名目賃
金の伸びが前年度と同程度にとどまり、実質賃金が
低下し、家計消費が低迷し景気の下支えとならない
場合の経済の姿としている（付表）。

【ケースＡ】
　名目賃金の伸びが前年度を大きく上回り、生産性
の伸びも反映された実質賃金の増加によって所得環
境が改善した場合、消費税率の引き上げが実施され
るものの、家計消費が景気の下支えとなる。民間消
費が景気の下支えとなることにより、企業活動が堅
調さを維持し、経済の好循環実現に向けた流れを形
成できる。2019年度の実質ＧＤＰ成長率は1.2％増、
消費者物価上昇率は1.5％が予測され、実質賃金は
0.3％増となろう。

【ケースＢ】
　消費税率の引き上げの影響もあり、2019年度の
消費者物価上昇率は1.2％と予測され、名目賃金の
伸びが2018年度並みにとどまると、実質賃金は前
年比マイナスになるであろう。このように実質賃金
が減少するため、安定的な成長に向けた推進力が生
まれない。2019年度の実質ＧＤＰ成長率は、前年
度を下回る0.7％増にとどまると予測される。

５．賃上げによる適正な分配の重要性

　本見通しが示唆することは、物価上昇分や生産性
の伸びを反映した賃上げにより、実質賃金を引上げ、
適正な分配により暮らしの底上げにつなげることの
重要性である。家計の所得環境改善がもたらす結果
は、ケースＡとケースＢとの比較から明らかである。
そのため、今後の春闘の結果をはじめとした賃上げ
の動向を十分注視する必要がある。
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【付表】連合総研見通し（2018年10月） 

注１． 見通しの前提条件として、①為替レートは９月下旬までの３ヵ月間の平均対ドル円レート111円程度で横ばい、②世界経済
成長率はＩＭＦによる2018年10月見通し（2018年3.7％、2019年3.7％）のとおり、③原油価格は９月下旬まで３か月間の
水準１バーレル69ドル程度で横ばいを想定している。

注２．ケースＡは、名目賃金の伸びが前年度を大きく上回り、実質賃金の伸びが労働生産性の伸びを反映したものとなる場合の
経済の姿、ケースＢは、名目賃金の伸びが前年度と同程度となり、実質賃金が伸び悩む場合の経済の姿をそれぞれ示した
もの。
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・第１号議案　２０１８年度事業計画に関する件

・第２号議案　２０１８年度収支予算に関する件

・第３号議案　規則・規程の一部改正に関する件

・第４号議案　役員報酬総額に関する件

・第５号議案　理事の一部選任に関する件

・第１号議案　副理事長の選任に関する件

・第２号議案　研究所長の任命に関する件

・第３号議案　顧問の委託に関する件

・第４号議案　退職慰労金に関する件

・第５号議案　総務委員会委員の選任に関する件

　連合総研は、定款に定められた手続きに従い2018年9月26日に、第37回定例理事会・第18回評

議員会と、それに引き続いて第38回理事会を開催した。第37回定例理事会・第18回評議員会では、

2018年度（2018年10月１日～ 2019年9月30日）の事業計画や予算、中城前所長と藤本一郎新所長

交代に伴う手続きなど、５つの議案について提案し、質疑の後、全て提案通り承認された。また、

続く第38回理事会では、副理事長の選任など５つの議案について提案し、いずれも提案どおり承認

された。

　議案および選任された理事は以下のとおりである。

評議員会・理事会報告
「2018年度事業計画・予算」を承認−第37回定例理事会・第18回評議員会、第38回理事会−

古賀　伸明 （連合総研理事長） 藤本　一郎 （連合総研所長）

新谷　信幸 （連合総研専務理事） 相原　康伸 （連合事務局長） 

岡島真砂樹 （日教組委員長） 毛塚　勝利 （法政大学客員教授） 

佐藤　博樹 （中央大学教授） 末廣　啓子 （目白大学教授） 

高倉　　明 （自動車総連会長） 廣澤　孝夫 （日本自動車査定協会理事長） 

松浦　昭彦 （UAゼンセン会長） 松迫　卓男 （中央労働金庫理事長）

 （下線は新任）

【理　事】＜2018年10月1日現在＞

●（公財）連合総研　理事・監事・評議員名簿

第37回定例理事会・第18回評議員会

第38回理事会
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この原稿を執筆しているの

は10月中旬。前回は8月の酷

暑真っ盛りの中での執筆でも

あり、酷暑の夏を嘆くような

ことを書いてみました。しか

し、季節の移り変わりは早い

もので、いつの間にか、気持

ちの良い季節を楽しめる時期

となりました。連合総研の窓

から見える靖国の緑がとても

綺麗です。こうなると何とも

いい加減なもので、あの酷暑

を懐かしく思う自分がいます。読者の皆さんはいかがでしょ

うか？

連合総研では、各研究委員会の成果物として、主として

報告書をとりまとめます。これは、賛助会員をはじめ、研

究者、研究機関、マスコミ論説委員等へお送りしています。

報告書以外には、一般の方を含め出来るだけ多くの方々に

読んでもらうため書籍として発刊することもあります。

最近では「分かち合い社会の構想　連帯と共助のために」

（2017年）や「仕事と暮らし10年の変化　連合総研・勤

労者短観でみる2007 ～ 2016年」（2017年）などを書

籍として発刊しています。

さて、これらに引き続いて、新たに書籍を発刊する運び

となりました。10月25日に全国販売が予定されている書

籍「労働運動を切り拓く　女性たちによる　闘いの軌跡」

です。

今回の九段南だよりでは、本書を紹介することとします。

ＤＩＯには、常設の書評コーナーもありますが、さすがに自

らの出版物を書評する訳にもいかないので、九段南だより

の紙面をお借りすることにご理解とご容赦をお願いします。

本書のベースは、2016年3月に立ち上げた「戦後労働

運動の女性たち－戦いの歴史と未来への提言」研究委員会

です。浅倉むつ子早稲田大学教授を研究委員会の主査に、

委員として、神尾真知子日本大学教授、萩原久美子下関市

立大学教授の両氏と、井上久美枝連合総合男女・雇用平等

局総合局長に参加をお願いしました。

立ち上げ時の連合総研の担当者は、すでに退任されてい

ますが伊東雅代主任研究員（当時）が担いました。（～

2017年7月）

研究委員会の立ち上げから、本書の発刊まで3年に及ぶ

期間を経ましたが、何とか書籍として、世に出すことが出

来て、ホッとしています。

さて、本書は、連合結成以前の女性労働運動に直接的に

関わってきた女性組合リーダーへの聞き取り調査を中心に

構成しています。

その主旨は、聞き取り調査で得たこれまでの女性労働運

動の評価と課題を整理すること、そして今後の労働運動を

担っていく女性組合リーダーたちへ助言として伝えていく

ことにあります。本書の帯にある「バトンを未来へつなぐ

ために」とは、まさしくこのことを端的に表した言葉です。

その背景には、連合結成以前の女性労働運動に直接的に

関わってきた女性組合リーダーの先輩たちも少なくなりつ

つあって、その上、当時の貴重な関連資料も散逸してしま

うことの心配がありました。

また、過去の女性組合リーダーの経験や成果などが、今

の女性組合リーダーや労働組合に参画する皆さんに必ずし

も十分に引き継がれていないのではないかといった問題意

識等もあったからです。

調査研究活動の中心は、何はともあれ12名の女性労働運

動の先輩方からの聞き取りです。本書を一読して頂ければ、

気付かれると思いますが、大変読みやすい内容となってい

ると思います（自画自賛ですみません）。これは、膨大な聞

き取り記録を書き起こし、かつ、おまとめ頂いた萩原久美

子教授のご尽力によるものです。

また、萩原久美子教授には、「聞き書き」の各章の扉に解

説も執筆して頂いています。浅倉むつ子教授、神尾真知子

教授、井上総合局長の論文とあわせ、12名の「聞き書き」

を読み進める上で、とても役に立つ構成となっているかと

思います。

ちなみに、本書の発刊は10月25日ですが、10月19日に

開催された連合中央女性集会の会場で、先行販売を行いま

した。結果は、喜ばしいことに、販売開始30分程度で7割

が売れ、当日だけで持参した100冊が完売となりました。

出足上々です。

これから全国の書店での販売を予定しています。本書を、

女性組合リーダーに限らず、これからの労働運動を担う多

くの方々に読んで頂き、労働運動の発展につなげて頂けた

ら幸いです。　　　　　　　　　　　 秋晴れの九段南から

「戦後女性労働運動の軌跡」書籍発刊について

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　副所長　杉山 豊治
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　著者はこれらの仮説を証明するため、

政府統計調査、企業事例を活用しなが

ら、戦後日本の労使関係を三つの節目

に分けて分析する。

　第一の節目は敗戦直後である。この

時期には、労働者自身が経営を管理す

る生産管理の方式もみられた。著者は、

「労働組合基本調査」などから、経営方

針への労働組合の発言は生産管理によ

って促進されたものではなく、それが

衰えた後も労働組合の発言が弱まらな

い傾向があることを導き出している（第

2章）。

　第二の節目は1970年代後半である。

石油価格の高騰によるコスト増を背景

に、穏健な労使関係をもたらした時期

でもある。ここでは「労使コミュニケ

ーション調査」などを用いて、50年代

と比較しても経営・生産への労働組合

の発言は衰えていないことを明らかに

している。そのため、著者は「共働化」

の時代とよぶ（第4章）。

　第三の節目は1980年代以降である。

ここでも同様の政府統計調査を活用し、

70年代後半から2000年代までの時

期をみると、労使協議制の普及度は低

下傾向にあることがわかる。これは労

働組合の組織率の低下が最大の要因だ

と著者は述べる。しかし一方では、発

言の強さには衰えがあまりみられない。

むしろ生き残った労使協議制での労働

者側の発言は強くなっていると考える。

この盛り返しが起こっているのは、経

営側は労使協議での労働者側の発言の

有効性を評価してきたからではないか

と著者は推測する（第5章）。

　本書全体を通じて重要な論点をいく

つかあげよう。

　一つは、著者は企業、事務所、職場

といったレベルに分けた労使協議制の

吟味を意識しているという点である。

労働組合が一つの伝達経路となって現

場の組合員たちの声を吸いあげ、各レ

ベルで経営側に発言していくことによ

って、よりいっそう企業の生産性向上

に貢献すると同時に、労働組合の交渉

力の強化も期待できる。企業、事業所、

職場のレベルごとに労働組合がどのよ

うな発言をしているかを丁寧にみてい

く意味は大きい。

　もう一つは、長期という視点の重要

性である。当然ながら、労働者側の経

営への発言は利益の配分にも及ぶこと

になる。これを配当や賃金にすべてま

わすよりも、設備投資、研究開発、人

材形成にまわしたほうが、企業の競争

力を長期的に高め、雇用の安定も強め

ることができると著者は強調する。と

りわけ人材形成については、短期間で

人材が育つわけではないから、なおさ

らである。これに労働組合が発言する

意義はきわめて大きいといえよう。

　最後になるが、労働者側からの意見

反映のしくみとしてよいのは従来どお

りの労使協議制なのか、それとも欧州

で制度化されているような従業員代表

としての役員会への参加なのか。こう

した疑問に対して必ずしも明確な答え

は出ていないと思われる。とはいえ、

これからのあり方を考えるうえでは、

たくさんのヒントを与えてくれる意義

深い一冊である。

年、企業不祥事が多発し、企業

統治への関心がますます高まっ

ている。しかし、一般的に議論の中心

になるのは株主や社外取締役であり、

ステークホルダーとしての労働者、労

働組合への注目はほとんどないにひと

しい。本書はこうした状況に異議を唱

える。その意味でもきわめて時宜にか

なっている。

　本書の中心的な仮説は、企業経営へ

の労働組合の発言は企業の生産性向上

に寄与し、長期的に競争力を高め、雇

用の安定にもつながるということであ

る。「職場の労働組合員といえども、従

業員代表にえらばれるほどの人材は、

それぞれの専門分野に長い経験と識見

がある」ので、「企業レベルの経営方針

に資する意見をすくなからずもってい

る」。「企業統治にその発言があるとな

いでは、企業の効率は大きく差を生じ

る」。同時に、企業経営への発言は「労

働者側のつよい交渉力の源泉となり得

る」と著者は述べる（第1章）。

麻
生

　
裕
子
　
連
合
総
研
主
任
研
究
員

小池　和男　著
日本経済新聞出版社
定価2,800円（税別）

『企業統治改革の陥穽−労組を活かす経営』

企業経営に対する労働組合の発言が
企業の長期的な成長を促す

近

最近の書棚から
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（資料出所） 労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究センター「平成 29 年度過労死等の実態解明と防止対策に関する総
合的な労働安全衛生研究」

（注）１.　 医療・福祉の脳・心臓疾患事案 49 件、精神障害事案 230 件に医療・福祉以外の業種における医師及び看護師の事案
を加えた、脳・心臓疾患事案 52 件、精神障害事案 233 件を対象。

２.　割合（％）については四捨五入しているため、合計が 100 にならない場合がある。

（資料出所） 労働安全衛生総合研究所過労死等防止調査研究センター「平成 29 年度過労死等の実態解明と防止対策に関する総
合的な労働安全衛生研究」

（注）１.　 情報サービス業における脳・心臓疾患の事案 31 件、精神障害事案 56 件のうち、SE 及びプログラマーの脳・心臓
疾患事案 22 件、精神障害事案 38 件を対象。

２.　割合（％）については四捨五入しているため、合計が 100 にならない場合がある。

図３　年代別にみた医療・福祉等事案数の割合

図４　年代別にみた SE 等事案数の割合
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